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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２５年８月１４日（水） １６時１５分ごろ 

発生場所 山口県下関市西山海水浴場沖の東消波堤  

下関市所在の下関南風泊東防波堤灯台から真方位１２０°１,７７

０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５６.７′ 東経１３０°５３.９′） 

事故調査の経過  平成２５年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ そうえい丸、０.１トン 

２９４－２３８８５山口、個人所有 

 ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１８０.００kＷ、平成２０年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 特殊小型船舶操縦士               

  免許登録日 平成２５年８月９日 

  免許証交付日 平成２５年８月９日 

         （平成３０年８月８日まで有効） 

搭乗者Ａ 男性 ２７歳 

 死傷者等 軽傷 １人（搭乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、３人（以下「搭乗者Ａ」、「搭乗者

Ｂ」及び「搭乗者Ｃ」という。）を乗せたソファー型のトーイングチ

ューブと称する背もたれが付いた浮体（長さ約１.０ｍ、幅約１.２

ｍ、以下「本件浮体」という。）を直径約２cm 長さ約１２ｍのロープ

で引き、西山海水浴場東側の砂浜（以下「本件砂浜」という。）から

出発した後、本件砂浜の北方沖に設置された東消波堤の東方を通過

し、東及び西消波堤の北方沖で遊走を始めた。 

搭乗者３人は、本件浮体の上面において、遊走方向を向いて横列に

並んで背もたれにもたれて座り、両足を前に伸ばし、両手で取っ手を

握って乗っていた。 

船長は、東及び西消波堤沖を約５分間遊走した後、本件砂浜に戻る
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ため、東消波堤東方を南進して通過しようとした。 

船長は、搭乗者達の友人が東消波堤上から搭乗者の様子を写真撮影

していたので、約１５ノットの対地速力で東消波堤東端に接近し、左

旋回して後方を見たところ、平成２５年８月１４日１６時１５分ご

ろ、本件浮体の右側が東消波堤東端に接触し、取っ手から手を放して

いた搭乗者Ａが本件浮体から投げ出されたところを認めた。 

搭乗者Ａは、本件浮体から投げ出された際に身体が消波ブロックに

当たり、本船に救助されて救急車で病院に搬送され、打撲と診断され

た。 

（付図１ 事故発生場所図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 搭乗者３人は、右から順に搭乗者Ａ、搭乗者Ｂ及び搭乗者Ｃが横一

列に座っていた。 

船長及び搭乗者３人は、全員が救命胴衣を着用していた。 

西山海水浴場は、東西約４００ｍ南北約５０ｍの砂浜であり、中央

やや東に鯨尾形の中央突堤があり、中央突堤先端の東西に干潮時に現

れる消波ブロックでできた防波堤（潜堤）が存在していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、西山海水浴場において、本件浮体を引いて東消波堤東方沖

を南進中、船長が東消波堤東端に接近して左旋回したことから、本件

浮体が東消波堤に接触し、本件浮体から投げ出された搭乗者Ａが、消

波ブロックに当たり、負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、西山海水浴場において、本件浮体を引いて東消

波堤東方沖を南進中、船長が東消波堤東端に接近して左旋回したた

め、本件浮体が東消波堤に接触し、本件浮体から投げ出された搭乗者

Ａが消波ブロックに当たったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・浮体を引いて障害物の付近を航行する場合、障害物との距離を保

って低速で航行するとともに、搭乗者及び浮体の状態を確認する

こと。 
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